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現
賓
利
子
の
問
題
:
・

現
下
の
土
地
問
題
と
農
地
法
案

中

理

由

晶

剛

山

園
田
副

H
H

・a・-目回

轍
人
統
制
に
伴
ふ
「
割
営
利
得
」
の
問
題

罰

則

同

九

徳
川
時
代
の
夫
役
に
就
い
て

…
純
作
一
枇
命
日
皐
序
説

ル

l
テ
ル
経
済
視
の
特
質
・

大
都
市
交
通
の
特
性

日

一

日

荷

山

ロ
オ
ゼ
ン
ジ
ユ
タ
イ
ン
・
ロ
ダ
ン
「
一
般
的

賃
併
声
明
と
一
般
的
債
格
論
と
の
同
格
化
」

資
本
組
織
の
有
機
的
地
化
!
と
平
均
利
刊
本

と
の
関
係

部
開
皐
士
に
答
ふ

シ
ユ
ラ

J

ム
の
比
較
生
産
品
目
必
-

キ
ヤ
レ
ル
氏
保
護
関
税
と
就
業

z

q

s

事

関
円
H

《
軍
出

新
着
外
間
経
済
雑
誌
主
要
論
題
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誌
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日
刀
H
a
r
t
ご

と
3

事

伯

干

I
J一
一
一

日bコぬ

在
倫
敦

回

~Jt 

柴

は

し

が

き

都
府
間
皐
士
は
、
邦
人
と
し
て
は
恐
ら
く
前
例
を
見
な
い
で
あ
ら

う
所
の
大
優
等
賞
マ
グ
ナ
・
ク
ム
・

7
ウ
一
ア
民

hczkt・。
c
ヨ-

F
〉

C
O開
を
獲
て
ハ

I
ず
ア

1
ト
大
壌
を
卒
業
さ
れ
た
る
、
稀
に

見
る
鬼
才
で
あ
る
。
今
、
卑
見
に
封
ず
る
長
塾
鋭
利
な
る
批
判
を

向
車
士
よ
り
贈
ら
れ
た
る
事
は
、
私
の
深
〈
感
謝
す
る
所
で
あ
る
。

貨
は
、
私
は
、
同
事
士
の
批
舛
は
支
持
さ
れ
難
い
、
と
惟
ふ
も
の

で
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
に
依
っ
て
教
へ
ら
れ
る
所
は
非
常
に
深
い

都
留
皐
士
に
答
ふ

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
以
下
に
於
い
て
私
は
、

列
か
ら
何
を
教
へ
ら
れ
る
か
、
一
一
、
同
皐
士
の
批
判
を
支
持
さ
札

難
い
と
考
へ
る
唱
は
何
故
で
あ
る
か
、
を
明
か
に
し
皮
い
と
思

ふ
。
蓋
し
、
之
等
の
諸
耕
を
明
か
に
ナ
る
事
は
、
拙
著
の
主
張
を

ヨ
リ
明
か
に
す
る
に
役
立
つ
で
あ
ら
う
。
以
下
に
於
い
て
私
は
、

都
町
皐
士
の
諸
概
念
を
其
の
宮
、
流
用
す
る
事
に
す
る
。
従
っ
て

同
皐
士
の
文
章
を
も
併
せ
読
ま
れ
る
や
う
、
本
稿
り
護
者
に
御
願

ず
る
ロ

一
、
同
事
士
。
批

都
留
事
士
は
、

「
方
程
式
川
を

そ
し
て
叉
そ
れ
を
方
程
式

同
叫
の
彩
に
於
い
て
、

川
ゐ
」

た
る
却
に
、

私
の
戸
川
誇
の
生
命
が

依
存
し
て
ゐ
る
事
を

手
川
叶
亡

1う

u
n
d
/
古

5PW父
、

i

l

-

-

|

刊
l

t

ト

)

ノ

i
4
4
i
J
I
j

、

他
の
絶
針
値
の
鐙
化
が
意
義
を
持
っ
と
き
は
、
・
:
;
我
々
は
方

程
式
似
を
無
閥
す
る
と
と
は
出
来
な
い
。

そ
し
て
使
値
法
則
を

岳
民
く
と
い
ふ
こ
と
は
倒
た
る
方
程
式
の
持
つ
規
制
力
を
貰
〈
と

と
を
意
味
す
る
・
・
-
-
・
・
」

(
従
っ
て
方
程
式
仰
を
刑
ゐ
る
事
は
許
さ
れ

E

、J

、

t
ト

ν
」

二
、
「
貨
幣
生
産
品
孔
方
税
式
を
そ
の
ま
ミ
陀
し
て
台
き

さ
へ
す
れ
ば
、
他
の
商
品
の
促
値
の
務
化
は
そ
の
準
債
格
の
鑓

化
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
得
る
、

と
見
る
の
は
疋
確
で
泣
い
。
」

従

っ
て
、
方
程
式
仰
を
仰
の
形
に
於
い
て
用
ゐ
る
事
は
許
さ
れ
な
い
)
、
と

百
は
れ
る
の
で
あ
る
。
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都
留
畢
士
に
答
ム

拙
著
第
一
巻
二
百
三
口
乃
至
二
百
四
民
に
於
い
て
、
私
は
、

「
債
値
を
考
慮
に
入
れ
て
推
論
し
て
も
、
入
れ
や
し
て
推
論
し
て

も
、
経
済
事
象
の
決
定
の
問
題
の
闘
す
る
限
り
、
同
一
の
結
論

に
達
す
る
」
と
書
い
た
の
で
あ
る
が
、
営
時
私
は
、

「
債
値
を

考
庖
に
入
れ
て
説
諭
す
る
」
と
一
一
一
一
回
ふ
事
(
従
っ
て
、
偵
値
訟
則
を
貫

:
1
1
=日
山
一

4
)
は

-i

方
川
村
式
問
pf
ー
万
科
式
川
の
代
り
に
採
り
入
れ

る
事
を
裂
求
す
る
」
事
に
た
る
と
考
へ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い

と
壬
一
円
ふ
事
を
抽
出
想
し
な
か
っ
た
し
、

又
、
斯
く
考
へ
ら
れ
る
揚

合
に
は
共
庭
に
於
け
る
私
の
則
論
は
修
正
さ
れ
ね
ば
た
ら
ね
か

も
知
れ
な
い
、

と
一
言
ふ
や
う
な
事
を
全
然
考
へ
付
か
友
か
っ
た

の
で
あ
る
。
都
留
墜
士
の
批
判
に
依

ο
て
牒
委
さ
れ
る
の
は
正

に
此
の
黙
で
る
る
。

「
債
値
訟
則
を
貫
く
」
と
一
言
ふ
事
が
若
し

「
方
程
式
聞
を
方
程
式
山
の
代
り
に
採
り
入
れ
る
事
を
要
求
す

る
」
事
に
た
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
た
ら
ば
、
嬰
士
の
指

摘
さ
れ
る
が
如
く
、
「
債
値
法
則
を
貫
く
事
」
は
「
債
格
法
則
を

京
く
事
」
と
は
具
り
た
る
結
論
に
到
建
す
る
事
に
在
る
の
で
あ

り
、
此
の
意
味
に
於
い
て
、
右
の
鈷
に
於
け
る
拙
著
の
命
題
は

修
E
せ
ら
れ
ね
ば
た
ら
友
く
な
る
の
で
る
る
。
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問
題
は
、
従
っ
て
、
「
慣
値
法
則
を
京
く
」
と
言
ふ
事
を
如
何

に
解
剖
押
す
る
か
に
依
存
す
る
、
と
考
へ
ら
れ
る
か
も
知
れ
左

い
。
併
し

そ
ん
な
簡
単
た
問
題
で
た
い
事
は
、
都
官
製
士
も

よ
く
承
知
し
て
府
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
行
か
ら
こ
そ
批
判
の
本

左
執
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
賞
に
、
資
本
主
義
的
牛
産
方

法
の
支
配
す
る
場
企
に
は
合
併
川
家
に
依
る
主
主
仕
右
法
の
ゆ
一
度
ぱ

方
程
式
山
を
規
準
と
す
る
倒
絡
の
引
下
を
指
針
と
し
て
行
は
れ

る
と
見
る
か
、
方
程
式
仰
を
規
準
と
す
る
偵
値
の
引
下
を
指
針

と
し
て
行
は
れ
る
、
と
見
る
か
に
在
る
の
で
る
る
。
前
者
の
立

揚
を
採
れ
ば
必
然
的
に
拙
著
と
同
一
の
結
論
に
到
達
す
る
の
で

あ
り
守
後
者
の
立
揚
を
採
れ
ば
必
然
的
に
都
日
間
早
士
の
結
論
に

到
達
す
る
の
で
あ
る
。

果
し
て
何
れ
の
立
揚
が
買
な
の
で
る

る
か
。
撃
士
は
、
共
の
立
相
閣
を
「
商
品
の
物
一
柳
的
性
質
」
に
就
い

て
の
認
識
に
依
っ
て
基
礎
付
け
る
事
を
、
ほ
の
め
か
し
て
属
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
れ
は
許
さ
る
べ
き
事
で
あ
ら
う

由通

此
の
間
題
に
答
へ
る
偏
に
は
、
我
々
は
、

「
方
程
式
聞
を
方

程
式
叫
の
代
り
に
採
り
入
れ
る
と
」
は
何
を
意
味
す
る
か
、
を



明
か
に
し
て
掛
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
部
副
目
撃
士
も
認
め
ら
れ
る

如
く
、
方
税
式
印
を
規
準
と
す
る
例
怖
の
引
下
を
指
針
と
し
て

生
産
方
法
の
縫
更
が
行
は
れ
る
限
り
生
産
方
法
愛
更
は
必
然
的

-
リ
悶
事
〉
ト
九
円
r
芝
山
子
、
h

ぃ
ド
，
干
昨
一
有
町
一
三
喜
J
t
e

(
此
の
事
は
方
程
式
山
に
掠
っ
て
論
諸
君

れ
る
)
の
で
あ
る
o
然
る
に
此
の
事
は
‘
之
を
反
封
か
ら
一
一
一
一
ロ
へ
ば
‘

利
尚
一
一
傘
の
下
降
を
件
ふ
如
き
生
産
方
法
縫
更
は
必
然
的
に
促
俗

の
上
昇
を
作
ふ
.

と
一
吉
ふ
事
を
窓
味
す
る
。
従
っ
て
、

「
方
税

け jn'i、式
るを (9)

生l'を
iThげ方
費 ξ，桂
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二そ (1)
でたの
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てり

入
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ある
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ゴ:
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を
上
げ
る
や
う
訟
も
の

で
る
っ
て

も
、
資
本
主
義
枇
曾
に
於
い
て
は
競
っ
て
採
探
さ
れ
る
」
と
言
ふ

事
を
認
め
る
事
を
意
味
す
る
・
従
っ
て
、
例
へ
ば
、
都
官
接
辻

古f

「
卒
均
利
潤
卒
の
低
下
を
件
ふ
如
き
布
機
的
資
本
組
成
高

の
一
例
と
し
て
呈
示
さ
れ
た
る
所
の
も
の
を
見
て
も
、

共
の
技
術
的
型
化
の
結
川
市
商
品
の
似
他
は
如
何
に
も
低
下
し
て
ゐ

る
の
で
あ
る
が
、
商
品
の
慣
特
は
、

級
化
」

き卜1H
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古ゐ
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探
さ
れ
る
」
と
宥
倣
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
斯
く
の
如
き
非

と
一
言
は
れ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
明
か
に
、
否
、

現
賓
的
危
る
想
定
を
潟
す
事
を
商
品
物
榊
性
質
一
戸
川
は
要
求
す
る

で
あ
る
。
し
て

一
日
は
れ
ね
ば
な
ら
友
い
。

見
れ
ば
、
都
留
皐
士
の
第
一
の
論
馳
は
支
持
さ
れ
難
い
も
の
と

次
に
第
二
の
論
結
を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
る
が
、

か
の
誤
解
に
由
る
も
の
と
忠
は
れ
る
。
私
は
、

と
れ
は
何

「
貨
幣
生
産
費

方
程
式
を
そ
の
ま

t
h

に
し
て
ゐ
き
さ
へ
す
れ
ば
、
他
の
商
品
の

慣
値
の
鐙
化
は
そ
の
準
(
?
)
債
格
の
蹴
鋭
化
に
よ
っ
て
示
さ
れ
得
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四
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都
由
同
盟
平
士
に
容
ふ

る
」
と
論
じ
た
記
憶
を
持
た
な
い
し
、
勿
論
斯
ノ
ム
師
、
干
る
意
刷

を
持
っ
た
事
も
な
い
。
且
、
此
の
却
は
、
利
潤
率
低
ド
論
に
と

つ
て
は
、
本
質
的
主
要
性
を
持
た
友
い
。
従
っ
て
、
此
鹿
で
は

深
ぐ
縄
れ
泣
い
。

P

片川、

h

、，Fn
M
l
i

、

泊
ハ
〈

F
h
k
く

私
l土

部
刑
事
士
の
批
判
を
支
持
さ
わ
離
き

】
〉

-

E

益

l

〉
一
-
》
:
;
ー
一

-

J

tι
ー
し
怜
」

4
F
1
で

ま

と

方

制

L

-
f
l
i
t
-

一
付
制
川
口
山
町
を
叩
引
く
3
L」

-
一
?
山
市
中
が
ポ

L
方
相
点
〔
似
在
方
杭
式
印
の
代
り
に
折
り
入
れ
る

事
を
渠
求
す
る
事
に
な
る
と
す
る
た
ら
ば
、
的
他
法
則
を
貫
く

と
一
一
=
口
ふ
事
と
岡
山
裕
法
則
を
武
く
と
一
吉
ふ
事
と
は
結
果
を
異
に
す

る
」
と
言
ふ
事
を
斯
く
も
鋭
〈
瞥
示
さ
れ
た
る
事
に
刻
し
て
、

深
甚
の
敬
意
宇
一
禁
じ
得
友
い
の
で
あ
る
。

(
一
九
三
七
・
三
・
二
七
)
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